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現
在
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
ま
ち
づ
く
り
に
参
加
す
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
方
法
を
示
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
協
働
で
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
る
上
で
、
一
番
大
事
な
情
報
の
共
有
や
住
民
自
治
の
仕
組
み
を

ル
ー
ル
化
し
、
条
例
と
し
て
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
ま
し
た
。

町
の
様
々
な
施
策
が
、
基
本
条
例
の
ル
ー
ル
に
則
し
て
進
め
ら
れ
る

た
め
、
町
の
仕
事
の
進
め
方
が
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

勿
論
、
情
報
公
開
が
進
み
、
政
策
の
決
定
過
程
が
示
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

町
民
の
代
表
10
人
で
構
成
さ
れ
た
「
幌
延
町
ま
ち
づ
く
り
基
本
条
例

（
仮
称
）
策
定
検
討
委
員
会
」
で
条
例
の
あ
り
方
等
を
調
査
・
研
究
及

び
審
議
し
、
提
言
書
に
ま
と
め
て
町
長
に
報
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ま
た
、
役
場
の
課
長
、
主
幹
職
で
構
成
す
る
「
基
本
条
例
（
仮
称
）
推

進
本
部
会
」
で
も
同
様
に
検
討
を
進
め
、
随
時
、
検
討
委
員
会
に
情
報

提
供
等
を
行
い
ま
す
。

一
方
、
町
議
会
で
も
、
基
本
条
例
の
中
の
議
会
に
関
す
る
事
項
に
つ

い
て
検
討
を
進
め
、
基
本
条
例
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
せ
る
か
協
議
さ

れ
ま
す
。

検
討
委
員
会
で
は
、
提
言
書
の
原
案
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
ら
、
住
民

の
方
々
に
説
明
す
る
機
会
を
設
け
ご
意
見
を
い
た
だ
き
、
い
た
だ
い
た

意
見
を
反
映
さ
せ
た
上
で
、
町
長
に
提
言
し
ま
す
。

町
長
は
、
提
言
に
基
づ
き
条
例
案
を
作
成
し
、
議
会
と
の
意
見
調
整

を
し
た
上
で
、
平
成
20
年
12
月
議
会
で
の
可
決
を
目
指
し
ま
す
。

こ
の
流
れ
を
図
示
し
ま
す
と
次
ペ
ー
ジ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

第１回検討委員会では、町長から委員委嘱の辞令交付をした後、事
務局から条例の概要説明、スケジュール等を確認しました。


